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防府市民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱  

              令和４年６月１日制定  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、民間建築物に吹き付けられたアスベストの飛散

による市民の健康被害の未然防止を図るため、民間建築物に係る吹

付けアスベスト等の含有調査を行う者に対し、補助金を交付するこ

とについて、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

(１) アスベスト調査事業 この要綱に基づき、建築物の吹付け建

材について、アスベスト含有の有無に係る調査、分析を行うこ

とをいう。 

(２) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及び吹付けロックウ

ー ル で そ の 含 有 す る 石 綿 の 重 量 が 当 該 建 築 建 材 の 重 量 の   

０．１％を超えるものをいう。  

(３) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習

登録規程（平成３０年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第

１号）第２条第２項又は第３項に規定する者をいう。  

（補助対象要件） 

第３条 補助金の交付の対象となる建築物（以下「対象建築物」とい

う。）は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。  

(１) 本市の区域内において、吹付けアスベスト等が施工されてい

るおそれのある民間の建築物であること。ただし、一戸建て住

宅及び木造建築物は除く。  

(２) 補助金の交付決定の日において、調査事業に着手していない

ものであること。 

(３) 補助金の実施報告の提出期限までに調査事業が完了するもの

であること。 

（アスベスト調査事業）  
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第４条 アスベスト調査事業は、次に掲げる要件を全て満たすものと

する。 

(１) 調査者は、建築物石綿含有建材調査者とする。  

(２) 分析による調査は、ＪＩＳ Ａ １４８１「建材製品中のア

スベスト含有率測定方法」により行うものとする。  

（事業対象者） 

第５条 事業対象者は、対象建築物の所有者又は共同住宅等の管理組

合（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第

３条の規定に基づく管理組合をいう。）の代表者（以下「所有者等」

という。）とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者につ

いては、この限りでない。  

(１) 市税を滞納している者  

(２) アスベスト調査事業に関し、国、他の地方公共団体又は本市

の他の補助等の制度を活用している者又は活用する予定がある

者 

(３) 同一箇所のアスベスト調査事業に対して、既に補助金の交付

を受けている者 

(４) 防府市暴力団排除条例（平成２３年条例第２１号）第２条第

２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同

条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有

する者 

(５) その他市長が特に認めた者  

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、アスベスト調査に要する費用から消費税及び

地方消費税を除いた額とし、１,０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。  

２ 前項に規定する補助金の額は、１棟当たり２５万円を限度とする。

ただし、同一敷地内の複数棟又は同一棟内の複数箇所の調査をする

場合は、補助金の合計額の上限を２５万円とする。 

（交付の申請） 
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第７条 事業対象者は、アスベスト調査事業（以下「補助対象事業」

という。）に着手する前に、補助金交付申請書（第１号様式）（以

下「交付申請書」という。）を市長に提出しなければならない。  

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

(１) 事業計画書（第２号様式） 

(２) 対象建築物の登記事項証明書等（所有者が確認できる書類）  

(３) 市税の滞納がない証明書 

(４) 対象建築物の建築時期が確認できる書類（他の書類と兼ねる

ことができる。） 

(５) 調査費見積書の写し（内訳がわかるもの）  

(６) 付近見取図、配置図  

(７) 建物平面図（対象箇所を明示したもの）  

(８) 写真（アスベストが施工されているおそれのある箇所）  

(９) 工程表 

(10) その他市長が必要と認める書類  

（補助金の交付決定）  

第８条 市長は、前条第１項の規定による交付申請書の提出があった

ときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めると

きは、予算の範囲内において、補助金の交付を決定するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金

の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付

することができる。  

（決定の通知） 

第１０条 市長は、前２条の規定により補助金の交付を決定したとき

は、補助金交付決定通知書（第３号様式）により、事業対象者に通

知するものとする。  

２ 市長は、第８条の規定による審査により、補助金の交付が適当で

ないと認めるときは、補助金不交付決定通知書（第４号様式）によ

り事業対象者に通知するものとする。  
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（事業の着手） 

第１１条 補助対象事業の着手は、交付決定後に行わなければならな

い。 

（申請の取下げ） 

第１２条 第１０条第１項の規定による補助金の交付決定を受けた事

業対象者（以下「事業実施者」という。）は、第１０条第１項の通

知を受けた以降に補助対象事業を中止し、又は廃止しようとすると

きは、補助金取下申出書（第５号様式）により交付申請を取り下げ

ることができる。 

２ 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請にかか

る補助金の交付決定はなかったものとする。  

（補助対象事業の変更等） 

第１３条 事業実施者は、補助対象事業の内容を変更しようとすると

きは、市に事前相談を行い、当該変更に係る補助金変更申請書（第

６号様式）を提出しなければならない。  

２ 前項の申請については、第７条第２項の規定を準用する。この場

合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「当該変更に

かかる書類」と読み替えるものとする。  

３ 市長は、第１項の申請書の提出を受けた場合において、その内容

を審査し、補助金の交付の変更を決定したときには、補助金変更等

決定通知書（第７号様式）により、事業実施者に通知するものとす

る。 

４ 第９条及び第１０条第２項の規定は、前項の規定により補助金の

交付の変更を決定する場合に準用する。  

（実績報告） 

第１４条 事業実施者は、補助対象事業が完了したときは、その完了

の日から起算して３０日を経過した日又は当該交付の決定のあっ

た日の属する会計年度の２月２８日のいずれか早い日までに、実績

報告書（第８号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 
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(１) アスベスト調査に係る請負契約書又は請書の写し 

(２) 補助対象事業に係る調査業者の請求書又は領収書の写し。 

なお、請求書の写しの場合は、支払い終了後、その領収書が発

行されてから１０日以内にその写しを市に提出するものとする。 

(３) 写真（調査の内容が確認できるもの）  

(４) 分析機関が発行した分析調査結果報告書  

(５) その他市長が必要と認める書類  

（期日までに実績報告が困難な場合の報告等） 

第１５条 事業実施者は、当該年度の２月２８日までに実績報告書の

提出が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び補助対象事業

の遂行の状況を書面により市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項の書面の提出を受けた場合において、正当な理由が

あると認めるときは、前条に定める実績報告書の提出期限を当該年

度の３月２０日まで延長することができる。 

３ 市長は、前項の規定による完了報告書の提出期限の延長を決定し

たときには、補助金交付変更通知書により、補助事業者に通知する

ものとする。 

４ 第９条及び第１０条第２項の規定は、前項の規定により実績報告

書の提出期限の延長を決定する場合に準用する。  

 （補助金の額の確定）  

第１６条 市長は、第１４条の規定により実績報告書を受理した場合

において、その内容を審査し、補助対象事業が適切に実施されたと

認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通

知書（第９号様式）により、事業実施者に通知するものとする。  

（是正のための措置）  

第１７条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象工事の成

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しな

いと認めるときは、当該補助対象工事について、これに適合させる

ための措置をとるべきことを当該事業実施者に対して指示するこ

とができる。 
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２ 第１５条の規定は、前項の規定による指示に従って行う是正のた

めの措置について準用する。この場合において、同条中「２月２８

日」とあるのは、「３月２０日」と読み替えるものとする。  

（補助金の交付請求）  

第１８条 第１６条の規定による通知を受けた事業実施者は、補助金

の交付を受けようとするときは、交付請求書（第１０号様式）を速

やかに市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付） 

第１９条 市長は、前条の規定により交付請求書の提出を受けた場合

において、これを審査し、適当であると認めるときは、事業実施者

に当該請求額を交付するものとする。  

（関係書類の整備等）  

第２０条 事業実施者は、補助対象事業の実施状況及び経費の収支に

関する帳簿その他関係書類を整備し、当該補助対象事業の完了した

日の属する会計年度の翌年度の４月１日から起算して１０年間こ

れを保管しなければならない。  

（補助金の交付決定の取消し等）  

第２１条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反した

とき、又は市長の指示に従わなかったとき。  

(２) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

(３) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(４) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。  

(５) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたと

き。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合

において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付してい

るときは、事業実施者に対して期限を定めてその返還を命ずるもの

とする。 
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３ 第１項の規定による取消しの通知は補助金交付取消通知書（第１

１号様式）により、及び前項の規定による返還の命令は補助金返還

命令書（第１２号様式）により行うものとする。  

（報告、検査及び指示）  

第２２条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施者に対し質

問をし、報告を求め、若しくは補助対象工事の実施に関し必要な指

示をし、又は第２０条の帳簿その他関係書類を検査することができ

る。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要

な事項は、市長が別に定める。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。  

（有効期間） 

２ この要綱は、次に該当する日限り、その効力を失う。  

(１) 国のこの事業に相当する事業が終了した日  

３ 前項の規定により、効力を失った年度分までの予算に係る補助金

については、本要綱はなおその効力を有する。  



第１号様式（第７条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所                

    氏  名
フ リ ガ ナ

                

    電話番号                

 

補助金交付申請書 

     年度防府市民間建築物アスベスト調査事業補助金を受けたいので、

防府市民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱を承知の上、関係書類を

添えて下記のとおり申請します。 

記 

１ 対象建築物所在地 防府市 

２ 補助対象事業   

完了予定日 
     年    月    日 

３ 補助対象経費                円 

４ 補助金交付申請額                円 

５ 備考  

※関係書類 

１ 事業計画書（第２号様式） 

２ 対象建築物の登記事項証明書等（所有者が確認できる書類） 

３ 防府市市税の滞納がないことを証する書類 

４ 対象建築物の建築時期が確認できる書類（他の書類と兼ねることができ

る。） 

５ 調査費見積書の写し（内訳のわかるもの） 

６ 付近見取図、配置図 

７ 建物平面図（対象箇所を明示したもの） 



８ 写真（アスベストが施工されているおそれのある箇所） 

９ 工程表 

10 その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

誓約事項 

○所有者（管理者）である私は、暴力団員でないこと、及び暴力団又は暴力団

員と密接な関係を有しないことを誓約します。 

申請者署名                 



 

第２号様式（第７条関係） 

 

事業計画書 

申請者氏名  

事業名又は 
建築物名称 

 

対象建築物 
概要と利用
状 況 

建築年月日（       ）建物用途（          ） 
構造（       ）階  数（          ） 

現在の建物の利用状況 
（                            ） 

吹付けアス
ベスト等の
使用箇所 

 

調 査 業 者 

事業者名 
住所 
担当者氏名             連絡先 

建築物石綿含有建材調査者 
氏名           修了証明書番号（        ） 

事 業 開 始 
予 定 日 

     年   月   日 

事 業 完 了 
予 定 日 

     年   月   日 

補助金額の
算 出 

補助対象事業に 
要する費用(A) 
※消費税を除く 

(B)上限額 
調査250千円 

(A),(B)のうち 
低い方の額 

円 250  千円 千円 

補 助 金 
申 請 額 

千円 

確 認 事 項 
（記載事項
を確認のう
え、チェッ
クボックス
に「レ」を
つけてくだ
さい） 

□アスベスト調査事業に関し、国、他の地方公共団体又は本市の他の
補助等の制度を活用している又は活用する場合、交付申請をするこ
とはできません。 

□同一箇所のアスベスト調査事業に対して、既に補助金の交付を受け
ている場合、交付申請をすることはできません。 

備考 

１ 補助金交付申請額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

ること。 



第３号様式（第１０条関係） 

年  月  日  

      様 

                     指 令 防 開  号 

防府市長              

 

補助金交付決定通知書  

 

    年  月   日付けで申請のあった防府市民間建築物アスベ

スト調査事業補助金については、下記のとおり決定したので通知しま

す。 

記 

１ 対象建築物所在地 防府市 

２ 補助金交付決定額               円 

３ 事業予定期間   年 月 日 ～  年 月 日 

４ 調査業者  

５ 交付の条件  

６ 備考 ・補助対象事業を中止し、又は廃止しようと

するときは、速やかに補助金取下申出書を

提出すること。  

・補助対象事業の内容を変更しようとすると

きは、市へ事前相談を行い、補助金変更申

請書を提出すること。  

・補助対象事業が完了したときは、その完了

の日から起算して３０日を経過した日又は

当該年度の２月２８日のいずれか早い日ま

でに完了報告書を提出すること。  

・補助対象事業の遂行が困難となったときは、

速やかにその理由及び状況を報告するこ

と。 

 



第４号様式（第１０条関係） 

年  月  日  

 

      様 

 

 防府市長         

 

補助金不交付決定通知書  

 

     年  月  日付けで申請のあった防府市民間建築物アス

ベスト調査事業補助金については、下記のとおり交付しないことに決

定したので、防府市民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱第

１０条第２項の規定により通知します。 

記 

１ 対象建築物所在地 防府市 

２ 不交付とした理由  

３ 備考  

 



第５号様式（第１２条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所                

    氏  名
フ リ ガ ナ

                

    電話番号                

 

補助金取下申出書 

   年  月  日付け  第  号で交付決定のあった防府市民間建築物

アスベスト調査事業補助金について、交付申請の取り下げをいたします。 

記 

１ 対象建築物所在地 防府市 

２ 補助金交付決定額                円 

３ 取下理由  

 



第６号様式（第１３条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所                

    氏  名
フ リ ガ ナ

                

    電話番号                

 

補助金変更申請書 

   年  月  日付け  第  号で交付決定のあった防府市民間建築物

アスベスト調査事業補助金について、下記のとおり変更したいので、関係書類

を添えて申請します。 

記 

１ 対象建築物所在地 防府市 

２ 変更内容                     

３ 変更理由                     

４ 補助金交付申請額 当初交付決定額           千円 

 交付変更申請額           千円 

５ 備考  

※添付書類 

１ 変更の概要を示す書類 

２ 当初交付申請書に添付した書類のうち変更が生じた書類 

３ その他市長が必要と認める書類 

 

 



第７号様式（第１３条関係） 

年  月  日  

      様 

  

防府市長         

 

補助金変更等決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった防府市民間建築物アス

ベスト調査事業補助金については、下記のとおり変更を決定したので

通知します。 

記 

１ 当初交付決定年月日    年  月  日  第  号 

２ 当初交付決定額                円 

３ 変更交付決定額                円 

４ 変更内容  

５ 対象建築物所在地 防府市 

６ 変更決定の条件  

７ 備考  

 



第８号様式（第１４条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所                

    氏  名
フ リ ガ ナ

                

    電話番号                

 

実績報告書 

     年  月  日付け指令防開第   号で交付決定のあった防府市

民間建築物アスベスト調査事業補助金について、関係書類を添えて下記のとお

り報告します。 

記 

１ 対象建築物所在地 防府市 

２ 補助対象事業の実施期間 年  月  日 ～  年  月  日 

※関係書類 

１ アスベスト調査に係る請負契約書又は請書の写し 

２ 調査費の請求書又は領収書の写し（調査者又は調査者が所属する業者が

発行したもの） 

３ 調査写真（調査の内容が確認できるもので、分析調査結果報告書等と兼

ねることができる。）  

４ 分析機関が発行した分析調査結果報告書 

５ その他市長が必要と認める書類 

 



第９号様式（第１６条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付けで報告のあった防府市民間建築物アス

ベスト調査事業補助金については、下記のとおり決定したので通知し

ます。 

記 

１ 補助金交付確定額                円 

２ 対象建築物所在地 防府市 

３ 備考  

 



第１０号様式（第１８条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所                

    氏  名
フ リ ガ ナ

                

    電話番号                

 

交付請求書 

   年  月  日付け指令防開第   号で交付決定のあった防府市民間

建築物アスベスト調査事業補助金について、下記のとおり請求します。 

記 

請求金額                   円 

 

振
込
先 

金融機関名  

支店名  

預金種別  

口座番号  

（フリガナ）  

口座名義  

 



第１１号様式（第２１条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金交付取消通知書 

 

     年  月  日付けで交付決定をした防府市民間建築物ア

スベスト調査事業補助金については、下記のとおり交付決定を取り消

しましたので通知します。 

記 

１ 対象建築物所在地 防府市 

２ 取消理由  

３ 交付決定年月日    年  月  日  第  号 

４ 既交付決定額                円 

５ 既交付額                円 

６ 取消金額                円 

 



第１２号様式（第２１条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金返還命令書 

 

     年  月  日付けで交付決定をした防府市民間建築物ア

スベスト調査事業補助金については、下記のとおり返還を命じます。 

記 

１ 返還金額                   円 

２ 返還期限         年    月    日 

３ 返還方法  

４ 返還事由  

 


